
にかほ市重層的支援体制整備事業【全体図】 

地域共生社会を実現するため、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、対象者の属性や年代を問わない『相談支援』『参加支援』『地域づくり支援』を一体的かつ重層的に実施し、 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者の発見や情報提供 

アウトリーチ等を通じた継続的な支援 （第 4 号） 

長期にわたりひきこもりの状態にあるなどして

必要な支援が届いていない人に支援を届ける。 

・会議等で情報収集 

・家庭訪問 

・外出支援や適切な支援機関につなげる 

・支援プラン作成 

 
本人と直接関わりを持つことができた後は、原則多機関協働事業と連携

を図りながら支援。プラン作成し、重層的支援会議で支援を決定。 

・社会とのつながりを作るための支援を行う 

・本人のニーズを踏まえた丁寧なマッチングや

メニューをつくる（就労支援、居住支援等） 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

・支援プラン作成 

参加支援事業 （第 2 号） 

市役所窓口、民生児童委員、各種会議等、支援関係機関、他分野の連携機関 

複雑化

事例等

つなぐ 参加 

地域づくりに向けた支援事業 （第 3 号） 

【介護】 

地域介護予防活動支援事業（地域包括支援センター） 

生活支援体制整備事業（地域包括支援センター） 

【障害】 

地域活動支援センター（福祉課） 

【子ども】 

地域子育て支援センター（こども家庭センター） 

【困窮】 

生活困窮者支援等地域づくり事業（福祉課） 

包括的相談支援事業 （第１号） 

【介護】 

地域包括支援センター 

【障害】 

障がい者基幹相談支援センター（福祉課） 

【子ども】 

こども家庭センター（ネウボラあのね） 

【困窮】 

総合生活相談室（福祉課） 

① 属性や世代を問わない包括的な相談の

受け止め 

② 相談の課題を整理し、地域の支援関係

機関と連携を図り対応 

③ 複雑化・複合化した事例を多機関協働

事業につなぐ 

④ 重層的支援会議への参加 

・世代、属性を超えて交流できる

場や居場所整備 

・交流、参加、学びの機会を生み

出すために個別の活動や人をコ

ーディネート 

・地域のプラットフォームの形成

や地域における活動の活性化を

図る 

緩やかな関係性による見守り、地域社会からの孤立

防止、課題を抱える住民に対する気づき 

多機関協働事業 （第 5 号） 

福祉総合相談窓口 

(福祉課) 

 

※一体実施（福祉総合

相談窓口・第２号・第４

号・第５号・第６号） 

・市で包括的な相談支援体制を構築する。 

・各支援制度の狭間に陥る方など既存相談機関では対応

が難しいケースに対して相談支援を行う。 

・重層的支援体制整備事業の中核を担う。 

・重層的支援会議を開催する。 

・関係者や関係機関の役割分担や支援の方向性を示す。 

 

※支援関係機関の役割分担に時間を要する場合等、多機

関事業者で継続的な支援も想定される。 

 

 

 

② 重層的支援会議の開催 

 

・プランの適切性の協議 

・プランの共有 

・プラン終結時等の評価 

・社会資源の充足状況の把握と開発

に向けた検討 

 

※各分野の既存相談機関のみでは対

応が難しいケースが原則 

福祉総合相談窓口 
（福祉課） 

・重層支援会議後の対応の主体はあくまでも各分野

の相談機関 

・重層支援会議で、支援に関するノウハウを共有し、

機関に持ち帰り、今後の対応力向上につなげる 

 

相談者（困っている方、悩みを抱えている方等） 

・どこに相談してよ

いか分からない市

民や、民生委員など

の地域の関係者等

に対する相談対応 

・関係機関との連携 

福祉総合相談窓口

(福祉課) 

 

※一体実施（福祉総合相

談窓口・第２号・第４号・第

５号・第６号） 

福祉総合相談窓口

(福祉課) 

 

※一体実施（福祉総合相

談窓口・第２号・第４号・第

５号・第６号） 

① 支援プラン作成（第 6 号） 


